
Ⅰ．修了要件及び研究指導 

大学院社会文化科学研究科の履修等に関する事項等については，「岡山大学大学院社会文化科学

研究科規程」を必ず通読してください。なお，学位の審査基準と付記する専攻分野については，11

ページを参照してください。 

 

１. 博士前期課程（修士） 

(1) 修了要件 

博士前期課程の修了の要件は，同課程に 2 年以上在学し，指導教員の指導により，30 単位以上

（地域公共政策コースは 32 単位以上）を修得すること，かつ，社会文化科学研究科博士前期課程

の行う学位論文又は研究報告書の審査及び最終試験に合格することです。ただし，特に優れた研

究業績を上げた学生については，同課程に 1 年以上の在学をもって修了することもできます。 

 

(2) 必要単位 

博士前期課程で開設している授業科目，単位数等は，「岡山大学大学院社会文化科学研究科規

程」別表１「授業科目及びその単位数」（79 ページ）に記載のとおりです。ただし，研究科教授

会の議を経て特別に授業科目を開設することがあります。 

① 課程修了に必要な単位 

  次の基準によります。 

専攻・コース 課程修了に必要な単位数 

社会文化基礎学専攻， 

比較社会文化学専攻， 

公共政策科学専攻 

所属専攻の授業科目のうちから 16 単位以上（所属講座の授業科目のうち

から 8 単位以上を含む），合計 30 単位以上を修得すること 

地域公共政策コース 所属専攻の必修科目 2 単位と選択必修科目 14 単位以上，合計 32 単位

以上を修得すること 

組織経営専攻 所属専攻の必修科目 12 単位と選択必修科目 4 単位以上，合計 30 単位

以上を修得すること 

② 講義及び演習 

履修に際しては，講義科目の重複履修はできませんので注意してください。演習科目は内容に

より重複して履修することができるものもあります。その可否については，シラバスを参照して

ください。 

③ 共通科目及び特別に開講された授業科目 

専攻の開講ではありませんので，所属専攻の授業科目には含まれませんが，修了要件の 30 単

位（地域公共政策コースは 32 単位）には含まれます。 

④ 履修計画表 

授業時間割，この学生便覧及びシラバス等に基づき，指導教員の指導を受けて履修計画を立て

てください。履修計画表は指導教員に提出してください。 

 

(3) 学位論文 

社会文化科学研究科博士前期課程の行う学位論文又は研究報告書の審査及び最終試験に合格し

た学生には，「修士」の学位が授与されます。 

① 学位申請 

学位の授与を受けようとする学生は，次の書類を教務担当に提出してください。 

書類等 部数

１．学位申請書（所定様式） 1 部

２．学位論文又は研究報告書 4 部

３．学位論文の要旨又は研究報告書の要旨（所定様式） 4 部
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② 提出時期 

学位申請書及び書類の提出時期は，次のとおりです。 

a) 3 月授与者は，1 月 25 日午後 5 時 15 分まで 

b) 9 月授与者は，6 月 25 日午後 5 時 15 分まで 

なお，当日が休日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以

下同じ。）の場合は，その翌日の午後 5 時 15 分までとし，連休となる場合は，最終休日の翌日

の午後 5 時 15 分までとします。 

③審査及び最終試験 

学位論文又は研究報告書の審査及び最終試験は，学位審査委員が実施します。 

 

(4) 研究指導計画書 
① １年次４月 

各自で２年間の研究計画を立て，次の要領に従って，指導教員から交付された「研究指導計画
書」のコピーを 5 月末までに教務担当に提出してください。 
a) 研究指導計画書の「研究指導計画」欄以外のすべての欄に記入し，指導教員に提出下さい。 
b) 指導教員が研究指導計画書の「研究指導計画」欄に記入後，学生に交付しますので，その
コピーを 5 月末までに教務担当に提出してください。 

② ２年次４月 
１年次４月の研究指導計画書に必要な修正を施した上で，そのコピーを 5 月末までに教務担

当に提出してください。 

（博士前期課程研究指導計画書様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
研究指導計画書は，以下の URL からダウンロードできます。 
http://www.okayama-u.ac.jp/user/hss/student/yousiki.html
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(5) 学位（修士）取得の流れ 

指導教員と相談の上，次の「学位授与までのプロセス」を目安に，各自で研究や学習のスケジ

ュールを作成してください。 

 

岡山大学大学院社会文化科学研究科博士前期課程における学位授与までのプロセスに関する申合せ 

 

平成 21 年 3 月 5 日 

専 攻 長 会 議 承 認 

 

 この申合せは，社会文化科学研究科博士前期課程学生の標準修業年限内（２年）での修士学位授与

を円滑に進めるために，具体的な指導要領，スケジュール等を定める。 

 なお，この申合せは，スケジュール等を含むことに鑑み，やむをえない事由等がある場合は，専攻

長会議の承認を得てその運用を変更することができる。 

学位授与までのプロセスは以下のとおりとする。 

時期 事項 研究指導内容 学生提出関係 

１年次 （修得単位数の基準＝20 単位）  

４月 (1) オリエンテーション   

(2) 指導教員１名と副指

導教員１名の決

定・届出 

学生の研究計画に沿って，指導教員１名と副指導

教員１名の決定を行う。 

「指導教員等届出用紙」

を提出する。 

(3) 「研究指導計画書」の

作成・提出 

① 指導教員と副指導教員（以下，「指導教員等」と

いう。）は，学生と協議して，学位論文（修士論文）

又は研究報告書執筆に向けた２年間分の「研究指導

計画書」を作成し，学生に交付する。 

② 指導教員等は，定期的に学生の研究の進捗状況

を監督・指導する。 

写しを提出する。 

(4) 「履修計画表」（２年

間）の作成 

指導教員等は，履修計画策定について指導助言を

行う。 

写しを指導教員等へ提

出する。 

(5) １年次前期履修授業

科目の WEB 登録 

 「履修計画表」に従っ

て，１年次前期の履修授

業科目を WEB 入力す

る。 

６月 

 

集中講義授業科目の

WEB 登録 

 

指導教員等と学生は，必要に応じて，「履修計画

表」を修正する。 

「履修計画表」に従っ

て，１年次の集中講義履

修授業科目をWEB入力

する。 

10 月 1 年次後期履修授業科

目の WEB 登録 

指導教員等と学生は，必要に応じて，「履修計画

表」を修正する。 

「履修計画表」に従っ

て，１年次の後期履修授

業科目を WEB 入力す

る。 

２年次 （修得単位数の基準＝10 単位）  

４月 (1) 「研究指導計画書」の

作成 

 

 

① 指導教員等は，１年次４月の「研究指導計画書」

を修正して作成し，学生に交付する。 

② 手続き，留意事項等は，１年次の「研究指導計

画書」に準じる。 

写しを提出する。 

(2) ２年次前期履修授業

科目の WEB 登録 

 

指導教員等と学生は，必要に応じて，「履修計画

表」を修正する。 

「履修計画表」に従っ

て，２年次の前期履修授

業科目を WEB 入力す

る。 
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６月 集中講義授業科目の

WEB 登録 

指導教員等と学生は，必要に応じて，「履修計画

表」を修正する。 

「履修計画表」に従って，２

年次の集中講義履修授業

科目を WEB 入力する。 

10 月 ２年次後期履修授業科

目の WEB 登録 

 「履修計画表」に従っ

て，２年次の後期履修授

業科目を WEB 入力す

る。 

１月 学位論文（修士論文）又

は研究報告書の提出 

 学位論文（修士論文）又

は研究報告書を提出す

る。 

提出期限は１月 25 日 

２月 学位審査（及び最終試

験）の実施 

指導教員等を含めた３名以上の審査体制により，

審査を行う。 

 

３月 専攻長会議での学位授

与の合否判定と学位授

与 

あらかじめ，各学部の教授会で合否判定を行い，

それを専攻長会議で承認する。 

 

※ 提出先が特に定められていないものはすべて教務担当へ提出。 

※ 学位論文（修士論文）又は研究報告書の提出期限について，当日が休日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関

する法律に規定する休日をいう。以下同じ。）の場合は，その翌日の午後５時 15 分までとし，連休となる場合

は，最終休日の翌日の午後５時 15 分までとする。 

※ 長期履修学生については，修業年限を３年として，必要に応じて上記プロセスを修正する。 

※ 地域公共政策コースにおける修得単位数の基準については，必要に応じて上記プロセスに記載の修得単位数

の基準を修正する。 

 

なお，標準修業年限以降の９月に学位取得を希望する場合は，次のとおりとする。 

時期 事項 研究指導内容 学生提出関係 

３年次以降 

６月 学位論文（修士論文）又

は研究報告書の提出 

 学位論文（修士論文）

又は研究報告書を提

出する。 

提出期限は６月 25 日

７月 

～ 

８月 

学位審査（及び最終試

験）の実施 

指導教員等を含めた３名以上の審査体制によ

り，審査を行う。 

 

９月 専攻長会議での学位授

与の合否判定と学位授

与 

あらかじめ，各学部の教授会で合否判定を行

い，それを専攻長会議で承認する。 

 

※ 提出先が特に定められていないものはすべて教務担当へ提出 

※ 学位論文（修士論文）又は研究報告書の提出期限について，当日が休日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関

する法律に規定する休日をいう。以下同じ。）の場合は，その翌日の午後５時 15 分までとし，連休となる場合

は，最終休日の翌日の午後５時 15 分までとする。 
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２．博士後期課程（博士） 

(1) 修了要件 

博士後期課程の修了の要件は，同課程に 3 年以上在学し，指導教員の指導により，12 単位（講

義 6 単位（所属講座の講義科目のうちから 2 単位以上を含む。），演習 6 単位（指導教員及び副

指導教員の演習））を修得すること，かつ，社会文化科学研究科博士後期課程の行う学位論文の審

査及び最終試験に合格することです。ただし，特に優れた研究業績を上げた学生については，同

課程に 1 年以上の在学をもって修了することもできます。 
 

(2) 必要単位 

博士後期課程で開設している授業科目，単位数等は「岡山大学大学院社会文化科学研究科規程」

別表 2「授業科目及びその単位数」（83 ページ）に記載のとおりです。ただし，研究科教授会の議

を経て特別に授業科目を開設することがあります。 

① 課程修了に必要な単位 

次のとおりです。 

講義・演習 課程修了に必要な単位数 

講義 

A 類：指導教員の所属する講座の授業科

目のうちから選択する科目 
2～6 単位

合計 12 単位 B 類：上記以外（他の講座・研究科）の授

業科目のうちから選択する科目 
0～4 単位

演習 6 単位 

留意事項 

c) 講義 

A 類，B 類を合計して 6 単位とし，原則として 1 年次，2 年次にわたり履修すること。 

A 類の 2 単位以上を必修とし，他の 4 単位は A 類，B 類のいずれでもかまいません。 

d) 演習 

指導教員及び副指導教員の演習を 6 単位履修すること。同名の演習１と２は引き続き履

修することが望ましい。 

② 履修計画表 

この学生便覧及びシラバス等に基づき，指導教員及び副指導教員の指導を受けて履修計画を立

ててください。履修計画表は指導教員に提出してください。履修する授業科目の合計単位数は，

原則として 12 単位とし，それを超えないようにしてください。なお，履修計画表の作成に当た

り，前記により難い特別の事由があるときは，主たる指導教員を通じて研究科長に申し出てくだ

さい。 
 

(3) 学位予備審査の申請 

学位の授与を受けようとする学生は，学位申請の前に指定した期日までに予備審査を受けなけ

ればなりません。 

① 提出書類等 

予備審査を受けようとする学生は，次の書類等を教務担当に提出してください。 

書類等 部数 

1.学位論文予備審査願（所定様式） 1 部 

2.学位予備論文 
（和文の場合 28,000 字程度，欧文の場合は和文に相当する分量） 

5 部 

3.学位予備論文の要旨（所定様式） 
（和文の場合 2,000 字程度，欧文の場合は和文に相当する分量） 

5 部 

4.学位予備論文の概要（所定様式） 
（和文の場合 400 字程度，欧文の場合は和文に相当する分量） 

5 部 

5.業績目録（所定様式） 5 部 

6.履歴書（所定様式） 5 部 

7.その他参考となる論文等 各 1 部 
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② 提出時期 

学位論文予備審査願及び書類の提出時期は，次のとおりです。 

a) 3 月授与者は，7 月 1 日午後 5 時 15 分まで 

b) 9 月授与者は，1 月 10 日午後 5 時 15 分まで 

なお，当日が休日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以

下同じ。）の場合は，その翌日の午後 5 時 15 分までとし，連休となる場合は，最終休日の翌日

の午後 5 時 15 分までとします。 
 

(4) 学位申請 

① 提出書類 

予備審査に合格した学生で学位の授与を受けようとする学生は，次の書類等を教務学生担当に

提出してください。なお，学位を申請するにあたっては，13 ページの「学位（博士）の申請要

件」で定める要件を満たす必要があります。 

書類等 部数 

1.学位申請書（所定様式） 1 部 

2.学位論文 7 部 

3.学位論文の要旨（所定様式） 7 部 

4.学位論文の概要（所定様式） 7 部 

5.業績目録（所定様式） 7 部 

6.履歴書（所定様式） 7 部 

7.その他参考となる論文等 各 1 部

② 提出時期 

学位申請書及び書類の提出時期は，次のとおりです。 

a) 3 月授与者は，12 月 25 日午後 5 時 15 分まで 

b) 9 月授与者は，5 月 25 日午後 5 時 15 分まで 

なお，当日が休日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以

下同じ。）の場合は，その翌日の午後 5 時 15 分までとし，連休となる場合は，最終休日の翌日

の午後 5 時 15 分までとします。 

③ 審査及び最終試験 

 学位論文の審査及び最終試験は，学位審査委員が実施します。 
 
 
 



(5)  学位（博士）取得の流れ 

指導教員と相談の上，次ページの「学位授与までのプロセス」を目安に，各自で研究や学習のスケジュ

ールを作成してください。 

 

岡山大学大学院社会文化科学研究科博士後期課程における学位授与までのプロセスに関する申合せ 

 

平成２１年３月５日 

専 攻 長 会 議 承 認 

改正 平成24年2月23日 

 

 この申合せは，社会文化科学研究科博士後期課程学生の標準修業年限内（3 年）での博士学位授与を円滑に

進めるために，「岡山大学大学院社会文化科学研究科における博士学位の申請要件に関する内規」に基づいて，

具体的な指導要領，スケジュール等を定める。 

 なお，この申合せは，スケジュール等を含むことに鑑み，やむをえない事由等がある場合は，専攻長会議の

承認を得てその運用を変更することができる。 

 

１．学生の指導は，以下の4つの柱に基づいて行う。 

(1) 複数の教員による集団指導 

① 指導教員１名及び副指導教員2名は，定期的に学生の研究の進捗状況を監督・指導する。 

② 本研究科教員は，1 年次末及び 2 年次末に開催する公開の「研究経過報告会」において，学生の報告

について指導・助言を行う。なお，社会文化学専攻の専攻長・副専攻長（以下，「専攻長等」という。）

は，その所属する学系の「研究経過報告会」に関して，開催日時・場所等の必要な事項を取り決める。 

 

(2) 学術誌等への論文公表 

指導教員及び副指導教員（以下，「指導教員等」という。）は，学生の学術誌等への論文公表を指導する。 

① 「岡山大学大学院社会文化科学研究科における博士学位の申請要件に関する内規」の「２．学位の申請

要件」（以下，「学位の申請要件」という。）に定める「申請要件1)」を選択した学生に対しては，修士論

文又は研究報告書を再検討の上，それを基礎として，１年次中に，学術誌に掲載可能な論文を作成する

よう指導する。完成次第，学術誌に投稿・公表させる。加えて，修業年限内に，さらに１本の論文を公

表するように指導する。 

② 「学位の申請要件」の「申請要件 2)」を選択した学生に対しては，国際的査読付き学術誌に論文を公

表できるように指導する。 

③ 「学位の申請要件」の「申請要件 3)」を選択した学生に対しては，論文の公表に向けた適切な指導を

行う。 

 

(3) 学会や公開の研究会での発表 

指導教員等は，多くの専門研究者の意見・助言を通じて学位論文の質を高めるために，学生が所属学会，

シンポジウムあるいは学内外の専門的研究会で同論文の骨子となる部分を一回以上発表・報告するように

指導する。 

 

(4) 予備論文の作成 

指導教員等は，学生が学位論文の骨子となる学位予備論文を作成できるように指導する。完成した学位

予備論文は，指導教員等を中心とした予備審査会が審査する。 
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２．学位授与までのプロセスは以下のとおりとする。 

時期 事項 研究指導内容 学生提出関係 
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1年次   （修得単位数の基準＝6単位）  

4月 (1)指導教員1名と副指導

教員2名の決定・届出 

入学者選抜の主査と学生が協議して，学生の研究計画

に沿って，指導教員1名と副指導教員2名の決定を行う。 

「指導教員等届出用

紙」を提出する。 

(2)学位取得（博士論文執

筆）に関するガイダン

ス 

教育委員会が実施する。  

(3)「履修計画表」（3 年

間）の作成 

指導教員と副指導教員（以下，「指導教員等」という。）

は，履修計画の策定について指導・助言を行う。 

写しを指導教員等へ提

出する。 

(4)１年次前期履修授業

科目のWEB登録 

 「履修計画表」に従っ

て，１年次前期の履修

授業科目を WEB 入力す

る。 

4月 

～ 

5月 

研究指導計画書の作成 ①学生は，研究指導計画書＜№1＞を作成し，指導教員

及び副指導教員に提出する。 

②３名の教員が個別にカウンセリングを行い，確認印欄

に教員及び院生の印鑑を押印する。 

本紙は，教員が保管し，

５月末までにコピーを

教務学生担当へ提出す

る。 

10月 

 

 

(1)１年次後期履修授業

科目のWEB登録 

指導教員等と学生は，必要に応じて，「履修計画表」

を修正する。 

「履修計画表」に従っ

て，１年次後期の履修

授業科目を WEB 入力す

る。 

(2)研究指導計画書の作

成 

①学生は，研究指導計画書＜№2＞を作成し，指導教員

及び副指導教員に提出する。 

②３名の教員が個別にカウンセリングを行い，確認印欄

に教員及び院生の印鑑を押印する。 

本紙は，教員が保管し，

10 月末までにコピーを

教務学生担当へ提出す

る。 

3月 (1)「研究経過報告会」の

開催 

①「研究経過報告会」は公開とし，学生の所属する学系

の専攻長又は副専攻長（以下，「専攻長等」という。）

が主催する。 

②指導教員は，専攻長等に，開催の日時，場所，発表者

の氏名及び研究題目を報告し，専攻長等は，それを公

示する。 

③指導教員は，「研究経過報告会」の後，指導学生につ

いての「研究経過報告書」を作成し，専攻長等に提出

する。 

④指導教員は，「研究経過報告書」，「研究経過報告会」

の報告原稿，資料等を保管する。 

研究成果又は研究経過

を報告する。 

(2)研究指導計画書の作

成 

①学生は，研究指導計画書＜№3＞を作成し，指導教員

及び副指導教員に提出する。 

②３名の教員が個別にカウンセリングを行い，確認印欄

に教員及び院生の印鑑を押印する。 

本紙は，教員が保管し，

３月末までにコピーを

教務学生担当へ提出す

る。 

2年次    （修得単位数の基準＝4単位）  

4月 2 年次前期履修授業科目

のWEB登録 

指導教員等と学生は，必要に応じて，「履修計画表」

を修正する。 

「履修計画表」に従っ

て，2年次前期の履修授

業科目をWEB入力する。

4月 

～ 

5月 

研究指導計画書の作成 手続き等は，１年次４～５月の研究指導計画書の作成

に準じる。 

本紙は，教員が保管し，

５月末までにコピーを

教務学生担当へ提出す

る。 



時期 事項 研究指導内容 学生提出関係 

10月 (1)2 年次後期履修授業科

目のWEB登録 

指導教員等と学生は，必要に応じて，「履修計画表」

を修正する。 

「履修計画表」に従っ

て，2年次後期の履修授

業科目をWEB入力する。

(2)研究指導計画書の作

成 

手続き等は，１年次 10 月の研究指導計画書の作成に

準じる。 

本紙は，教員が保管し，

10 月末までにコピーを

教務学生担当へ提出す

る。 

3月 (1)「研究経過報告会」の

開催 

1年次3月の「研究報告会」の項を参照。  

(2)研究指導計画書の作

成 

手続き等は，１年次3月の研究指導計画書の作成に準

じる。 

本紙は，教員が保管し，

３月末までにコピーを

教務学生担当へ提出す

る。 

3年次    （修得単位数の基準＝2単位）  

4月 3 年次前期履修授業科目

のWEB登録 

指導教員等と学生は，必要に応じて，「履修計画表」

を修正する。 

「履修計画表」に従っ

て，3年次前期の履修授

業科目をWEB入力する。

4月 

～ 

5月 

研究指導計画書の作成 手続き等は，１年次４～５月の研究指導計画書の作成

に準じる。 

本紙は，教員が保管し，

５月末までにコピーを

教務学生担当へ提出す

る。 

7月 予備論文の提出と「予備

審査会」の開催 

指導教員等を含めた4名以上の審査体制により，予備

論文の審査を行う。 

予備論文の提出期限

は，7月1日。 

予備審査会の開催は，

7月。 

10月 (1)3 年次後期履修授業科

目のWEB登録 

 「履修計画表」に従っ

て，3年次後期の履修授

業科目をWEB入力する。

(2)研究指導計画書の作

成 

手続き等は，１年次 10 月の研究指導計画書の作成に

準じる。 

本紙は，教員が保管し，

10 月末までにコピーを

教務学生担当へ提出す

る。 

12月 

～ 

2月 

学位論文の提出と「学位

審査会」の開催 

 

 

指導教員等を含めた4名以上の審査体制により，学位

論文の審査（公開）を行う。 

学位論文の提出期限

は，12月25日。 

学位審査会の開催は，

1月～2月。 

3月 教授会での学位授与の

合否判定と学位授与 

  

 

 

なお，標準修業年限以降（長期履修学生を含む。）に学位取得を希望する場合は，次のとおりとする。 

時期 事項 研究指導内容 研究指導内容 

9月修了   

1月 予備論文の提出と「予

備審査会」の開催 

指導教員等を含めた4名以上の審査体制により，予

備論文の審査を行う。 

予備論文の提出期限

は，１月10日。 

予備審査会の開催は，

1月～2月。 
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5月 学位論文の提出と「学

位審査会」の開催 

 

指導教員等を含めた4名以上の審査体制により，学

位論文の審査（公開）を行う。 

学位論文の提出期限

は，5月25日。 

学位審査会の開催は，

6月～7月。 

7月 教授会での学位授与

の合否判定と学位授

与 

  

3月修了   

7月 予備論文の提出と「予

備審査会」の開催 

指導教員等を含めた4名以上の審査体制により，予

備論文の審査を行う。 

予備論文の提出期限

は，7月1日。 

予備審査会の開催は，

7月。 

12月 

～ 

2月 

学位論文の提出と「学

位審査会」の開催 

 

指導教員等を含めた4名以上の審査体制により，学

位論文の審査（公開）を行う。 

学位論文の提出期限

は，12月25日。 

学位審査会の開催は，

1月～2月。 

3月 教授会での学位授与

の合否判定と学位授

与 

  

※ 提出先が特に定められていないものはすべて教務担当へ提出 

※ 予備論文及び学位論文の提出時期について，当日が休日（土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律に

規定する休日をいう。以下同じ。）の場合は，その翌日の午後5時15分までとし，連休となる場合は，最終休

日の翌日の午後5時15分までとする。 

 

３．その他 

(1) 予備論文の未提出者及び予備審査で不合格となった者は，その年次末の「研究経過報告会」で研究

成果または研究経過を報告する。（但し，翌年度9月学位取得のための予備論文提出者は除く。） 

(2) 3 年次修了時に学位を取得できず，4 年次以降も在籍する者は，上述のプロセスのうち，必要な事

項を改めて行う。 

(3) なお，博士後期課程を経ない者への学位授与については，「岡山大学大学院社会文化科学研究科に

おける博士後期課程を経ない者の学位に関する内規」に従う。 

 

 

研究指導計画書は，以下のURLからダウンロードできます。 

http://www.okayama-u.ac.jp/user/hss/student/yousiki.html 
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３．学位の審査基準と付記する専攻分野 

社会文化科学研究科の学位の審査基準と付記する専攻分野に関する申合せは次のとおりです。 

 

岡山大学大学院社会文化科学研究科学位の審査基準と付記する専攻分野に関する申合せ 

 

      平成18年4月1日 

 研 究 科 長 裁 定 

改正 平成21年3月5日 

1 修士の学位の認定基準 

(1) 論旨と内容が独創的であること。内容が従来の研究のまとめや整理である場合には，その方法や視

角の設定に新しさがあること。 

(2) 創意を支える論証が確かであること。 

(3) 使用した資料は提出者が収集したものであること。使用した資料が従来のものである場合は，その

分析が斬新であること。 

 

2 修士の学位に付記する専攻分野 

(1) （文化科学）は，文化共生・人間共生・地域共生・異文化交流・異文化理解・共生社会の構築に関す

る新しい複合的・学際的な視点の研究に付与する。 

(2) （文学）（法学）（経済学）は，文学・法学・経済学の各学問分野で行われる伝統的な研究に付与する。 

(3) （経営学）は，経営学や会計学分野の研究に付与するもので，欧米のＭＢＡに対応する。 

(4) （公共政策学）は，法学と経済学の両分野に跨るもので，政府等の公共政策に関する研究に付与する。 

(5) （学術）は，文学・法学・経済学の各学問分野で行われる伝統的な研究や共生・異文化交流に関わる

研究の枠に収まらない新しい複合的・学際的な視点の研究に付与する。 

 

3 博士前期課程の専攻と修士の学位に付記する専攻分野の関係 

 

専攻 

学位に付記 

する専攻分野の 

名称 

社会文化 

基礎学専攻 

比較社会 

文化学専攻

公共政策科学専攻 

組織経営 

専攻 

 地域公共政策コース 

平成21年度

以前入学者 

平成22年度

以降入学者 

（文化科学） ○ ○ × × × × 

（文学） ○ ○ × × × × 

（法学） ○ ○ ○ ○ × × 

（経済学） ○ ○ ○ ○ × ○ 

（経営学） × × × × × ○ 

（公共政策学） × × × ○ ○ × 

（学術） ○ ○ ○ ○ × × 

 

4 修士論文に代わる研究報告書とその水準 

(1) 博士前期課程入学段階で博士後期課程に進学して博士号取得の意思を有する学生には，５年一貫教

育の利点を活かすために，修士論文に代わる研究報告書の提出を認めることができる。 

(2) 組織経営専攻における修士（経営学）の学位請求及び公共政策科学専攻地域公共政策コースにおけ

る修士の学位請求についても，修士論文に代わる研究報告書の提出を認めることができる。 

(3) 研究報告書の審査は，厳格に行い，これをもって修士論文の審査に代えることができる。 
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5 博士論文の審査基準 

(1) 自立した研究を行う能力や高度の専門的業務に必要な能力を有すると認められる内容であること。 

(2) 論旨が従来の研究のまとめや整理ではなく，独創的であること。 

(3) 創意を支える論証が確かであること。 

(4) 当該研究の属する分野における国内外の学会等で発表して，その論評に耐え得ること。 

(5) 使用した資料は提出者が収集したものであること。使用した資料が従来のものである場合は，その

分析が斬新であること。 

 

6 博士の学位に付記する専攻分野 

(1) （文化科学）は，文化共生・人間共生・地域共生・異文化交流・異文化理解・共生社会の構築に関す

る新しい複合的・学際的な視点の研究に付与する。 

(2) （文学）（法学）（経済学）（経営学）は，文学・法学・経済学・経営学（会計学を含む）の各学問分野で

行われる伝統的な研究に付与する。 

(3) （学術）は，文学・法学・経済学・経営学（会計学を含む）の各学問分野で行われる伝統的な研究や

共生・異文化交流に関わる研究の枠に収まらない新しい複合的・学際的な視点の研究に付与する。 
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４．学位（博士）の申請要件 

博士の学位の申請要件は次のとおりです。 

 

岡山大学大学院社会文化科学研究科における博士学位の申請要件に関する内規 

 

平成21年3月5日 

専攻長会議承認 

 

１．趣旨 

近年，大学院教育の実質化が文部科学省で推奨され，各大学でもそれに向けた取り組みが始まってい

るが，その実質化の大きな柱の１つが，課程博士の学位授与の円滑な促進ある。博士の学位の趣旨が，

「研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力」を表示するものであるという観点か

ら，また国際的標準に適合的な授与の促進という観点から，標準修業年限内の取得がとりわけ求められ

ている。 

しかしながら，社会文化科学研究科の博士の学位授与に関する実情は，標準修業年限内の取得は極め

てわずかな数に止まっている。こうした現実を改善するために，学生に，博士論文執筆の目標を明確に

自覚させ，また多様な分野の学生の学力や要望に応えるために，学位の申請要件を以下のように定める。 

なお，博士後期課程を経ない者の学位申請は，専ら「岡山大学大学院社会文化科学研究科学位の審査

基準と付記する専攻分野に関する申合せ」の「５．博士論文の審査基準」に基づくものとする。 

 

２．学位の申請要件 

課程博士の学位を申請する者は，以下のいずれかの要件を満たす業績を学位論文として研究科長に提

出しなければならない。 

1)  論説として公表された又は公表予定の論文2本以上（そのうちの1本は紀要又は学会誌に掲載され

たもの）から構成され，全体として学位論文の形式を有するもの 

2)  国際的な査読付き学術誌に掲載又は掲載予定として受理された1本以上の論文をもとにした学位論

文にふさわしい体裁を持つもの 

3)  1 つの主題について，体系性，論理性，実証性を持つ論を展開している 10 万字（欧文はそれに相

当する）以上の論文で，論説として公表された又は公表予定の1本以上の論文を含んだもの 

なお，上記の１）～３）のいずれにも該当しない場合で極めて水準の高い学位論文と指導教員が判断

した場合は，指導教員が研究科長に理由書を提出し，専攻長会議の承認を得た上で，学生は学位を申請

することができる。 

 

３．学位申請の要件に関する学系ごとの選択 

学位を申請するための研究業績（学位論文）は，次表のとおり，所属する学系の申請要件を満たして

いなければならない。 

なお，選択を変更する必要があるときは，各学系会議の議を経て専攻長会議の承認を得るものとする。 
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文学系講座の所属学生 

1) 論説として公表された又は公表予定の論文2本以上（そのうちの1本は紀要又は学会誌に掲載され

たもの）から構成され，全体として学位論文の形式を有するもの 

2) 国際的な査読付き学術誌に掲載又は掲載予定として受理された1本以上の論文をもとにした学位論

文にふさわしい体裁を持つもの 

法学系講座の所属学生 

1) 論説として公表された又は公表予定の論文２本以上（そのうちの1 本は紀要又は学会誌に掲載され

たもの）から構成され，全体として学位論文の形式を有するもの 

2) 国際的な査読付き学術誌に掲載又は掲載予定として受理された 1本以上の論文をもとにした学位論

文にふさわしい体裁を持つもの 

3)１つの主題について，体系性，論理性，実証性を持つ論を展開している10万字（欧文はそれに相当

する）以上の論文で，論説として公表された又は公表予定の1本以上の論文を含んだもの 

経済学系講座の所属学生 

1) 論説として公表された又は公表予定の論文2本以上（そのうちの1本は紀要又は学会誌に掲載され

たもの）から構成され，全体として学位論文の形式を有するもの 

2) 国際的な査読付き学術誌に掲載又は掲載予定として受理された 1 本以上の論文をもとにした学位論

文にふさわしい体裁を持つもの 

 注) 経済学系における公表論文等の定義は次のとおりとする。 

     公表論文とは次の何れかに該当する論文を指すものとする。 

    i) 当該学術分野において認知された学会或は大学等学術研究機関が発行する学会誌・大学紀要・

Discussion paper series等，或はそれに準ずると認められる学術誌に掲載された論文。 

    ii) 当該学術分野の研究成果として国内外の出版社から出版された学術書に収録された論文。 

＊なお，公表論文が共著論文の場合は 

(A) 申請者の貢献範囲を明記した共著論文研究要旨，及び 

(B) 申請者を除く全共著者の承諾書 

を添付することを要件とする。 

なお，(B)の承諾書は次の各項目が全て記載されていること。 

(ｱ) 学位申請者が当該共著論文における主たる著者であることを認め，当該論文を学位論文

のための主たる論文とすることを承諾すること。 

(ｲ) 共著者自身が当該論文を学位論文のための主たる論文として過去に使用していないこと

及び将来にわたって使用しないことを誓約すること。 
 
４．学位申請 

学位申請者は，選択された学位申請要件に足る資料を研究科長に提出しなければならない。なお，学

位論文の核となる論文が公表予定又は掲載予定である場合は「論文受理証明書」を添付しなければなら

ない。 
 
５．学位申請要件の確認 

指導教員は専攻長会議にて学位申請要件について説明するものとする。 

専攻長会議は学位申請要件を確認した上で学位申請者毎に学位審査委員会の設置を承認するものと

する。 
 
６．学位論文の審査基準 

「岡山大学大学院社会文化科学研究科学位の審査基準と付記する専攻分野に関する申合せ」の「５．

博士論文の審査基準」に基づき審査するものとする。 
 
７．適用開始時期 

  この学位申請要件は平成20年度入学者から適用する。ただし，平成19年度以前の入学者については，

希望者に対して適用できるものとする。 
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５．研究経過報告会 

博士後期課程における研究経過報告会に関する申合せは次のとおりです。 

 

 

岡山大学大学院社会文化科学研究科博士後期課程研究経過報告会に関する申合せ 

 

平成21年3月5日 

専攻長会議承認 

改正 平成２２年６月３０日 

 

 この申合せは、博士後期課程における研究経過報告会の実施に関して、必要な事項を定める。 

 

1. 研究経過報告会 
(1) 研究成果報告会では、学生は研究成果又は研究経過の報告を行い、教員は学生の報告に基づいて学

位論文の作成に対する適切な指導を行う。 

(2) 毎年度末に公開で実施する。 

(3) 学生が所属する学系の専攻長又は副専攻長（以下、「専攻長等」という。）が主催する。 

(4) 結果の合否判定は行わない。 

 
2. 発表者 

研究経過報告会における発表者は、１年次、２年次及び３年次で学位を得ることができなかった者と

する。ただし、３月１日時点で休学中の者は除くものとする。 

 
3. 開催時期 

指導教員は、専攻長等に、開催日時、場所、学生氏名及び研究題目を報告し、専攻長等はそれを公示

する。なお、開催時期は、原則として３月とするが、事情により、時期を変更することができる。 

 
4. 開催形式 

開催形式は、学生の所属する学系、講座、教育分野等の事情により、学系での一括開催、講座毎の開

催又は一講座内で複数回に分けて開催することができる。 

 
5. 研究経過報告書 

指導教員は、研究経過報告会終了後1週間以内に、専攻長等に「研究経過報告書」を提出する。専攻

長等は、学系の「研究経過報告書」をとりまとめ、研究科長に提出する。 
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６．指導教員 

指導教員に関する申合せは次のとおりです。 

 

 

岡山大学大学院社会文化科学研究科における指導教員等に関する申合せ 

 

平成21年3月5日 

専攻長会議承認 

 

この申合せは，岡山大学大学院社会文化科学研究科規程第11条に定める指導教員等及び第23条に定め

る指導教員等の変更について，必要な事項を定める。 

 

１．指導教員等 

(1) 博士前期課程の指導教員は，学生の所属する講座の教員で，教授又は准教授とする。 

(2) 博士前期課程の副指導教員は，学生の研究課題に関連する領域の教授又は准教授とする 

(3) 博士後期課程の指導教員は，原則として入学者選抜における主査とし，博士後期課程の研究指導を

担当する資格を有する者とする。 

(4) 博士後期課程の副指導教員は，学生の研究課題に関連する領域の研究指導又はその補助を担当する

資格を有する者とする。 

(5) 研究科長は，専攻長会議の議を経て，指導教員及び副指導教員を決定する。 

 

２．指導教員等の変更 

(1) 指導教員が次の理由により研究指導を行うことができなくなった場合は，指導教員等の申し出によ

り，研究科長は，専攻長会議の議を経て，指導教員等の変更を承認するものとする。 

① 定年となった場合 

② 転任した場合 

③ 学生指導に長期にわたる支障が生じた場合 

④ その他 

(2) 博士前期課程における後任の指導教員は，原則として，学生の所属する講座の教授又は准教授とす

る。 

(3) 博士後期課程における後任の指導教員は，博士後期課程の研究指導を担当する資格を有する者で，

原則として学生の所属する講座の教員とする。 

(4) 学生の研究課題分野等の条件で，他講座の有資格教員を後任の指導教員とすることがより適切と考

えられる場合には，研究科長は，専攻長会議の議を経て，その者を指導教員とする。その場合，学生

の所属する講座は，指導教員の所属する講座に移行する。 
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Ⅱ．授業科目の履修 

１. 履修登録 

(1) シラバス 

授業科目のシラバスは，以下のURLに掲載していますので，各自，確認してください。 

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/student/syllabus_link.html 

 

(2) 履修登録の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 前期・後期のそれぞれ指定された期間（「履修登録期間a)」）に，履修登録を

してください。この履修登録は，大学内に設置されているパソコンからWeb

入力により行ってください。なお，博士前期課程の集中講義科目については，

具体的な日程が確定次第，掲示します。その際に，期間を指定しますので，そ

の期間内にWeb入力により履修登録をしてください。 

区分 前期 後期 集中講義 

履修登録期間a) 4月初旬～ 

中旬 

10月初旬～ 

中旬 

6月初旬～ 

中旬 

 

② 履修登録をした当日には，履修登録エラーの表示は画面に表示されないた

め，翌日の午後以降に，Web画面で自分の履修登録状況を確認してください。

 

 

 

 

 

 

③ 確認の結果，履修登録にエラーがあった場合には，必ず履修登録期間a)内に

自分で修正をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 
④ 履修登録完了後に，修正がある場合には，履修登録変更期間b)内に「履修科

目変更願」（所定様式）により，教務担当まで申請してください。 

区分 前 後期 集中講義 

履修登録変更期間b) 4月中旬 10月中旬  
 

⑤ 履修登録変更期間b)を過ぎての履修登録又は履修取消を希望する場合には，次のとおりとします。 

【履修登録の遅延】 

履修登録変更期間b)内に「履修科目変更願」（所定様式）を提出しなかった場合には，履修が認められません。ただし，

授業担当教員及び指導教員が認めた場合には，「履修登録願」（所定様式）を提出し，教育委員会で了承された場合にのみ

履修が認められます。 

【履修取消の遅延】 

履修登録変更期間b)内に「履修科目変更願」（所定様式）を提出しなかった場合には，GPAに係る履修登録取消期間c)内に，

「GPAに係る履修登録科目の取消願」（所定様式）により教務担当まで申請してください。なお，GPAに係る履修登録取

消期間c)内に「GPAに係る履修登録科目の取消願」（所定様式）を提出しなかった場合は，履修取消ができませんので注

意してください。 

区分 前期 後期 集中講義 

GPAに係る履修登録取消期間c) 5月第4週目 11月第3週目～4週目 授業開始日の前日まで 

 

※履修登録期間a)，履修登録変更期間b)，GPAに係る履修登録取消期間c)は掲示によりお知らせします。 

①履修登録（Web入力） 

②履修登録確認 

履修科目 

変更有り 

履修科目 

変更無し 

③登録内容修正 

履修登録完了 

④履修登録撤回 
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２. e-learningによる履修 

  博士前期課程におけるe-learningによる履修に関する申合せは次のとおりです。 

 

岡山大学大学院社会文化科学研究科博士前期課程におけるe-learningによる履修に関する申合せ 

 

平成２３年７月２７日 

                                      専 攻 長 会 議 承 認 

 

この申合せは、岡山大学大学院社会文化科学研究科博士前期課程におけるe-learningによる履修に関して、

必要な事項を定める。 

 

１．e-learningによる履修条件について 

原則として、平日夜間に学内での対面講義を受けられない者で、岡山市外に在職又は在住の学生を対象とす

る。 

２．e-learningによる履修申請・許可について 

e-learningによる履修申請・許可については、学生の所属別に以下のとおりとする。 

なお、１の条件を満たしている者については、教育委員会報告事項とする。特別な理由（勤務に関する理由

以外のものに限る）によりe-learningによる履修を希望する者がいた場合、（1）の②及び③についてのみ、

教育委員会において審議の対象とする。 

 （1）組織経営専攻経営学講座及び組織経済学講座合格者及び在学生について 

   ①及び②の対象は、「社会人特別入試」・「職業人特別入試」によって入学を希望する社会人とする。 

   ③については、入学後の状況変化によるもののため、社会人に限定しない。 

   ①１の条件を満たす入学試験合格者に対しては、合格通知書送付時に「e-learning による履修について」

（様式１）を送付する。 

   ②１の条件を満たさないが、e-learning による履修を希望する受験者に対しては、面接委員が、入学試験

面接時に受験者の通学に係る状況を確認し、（様式２）により教育委員会委員長宛に報告する。当該受験者

が、専攻長会議で合格と判定された場合、（様式２）により、教育委員会においてe-learningによる履修の

可否を判断し、合格通知書送付時に「e-learningによる履修について」（様式１）を送付する。 

   ③入学後に転勤又は特別な理由が生じたため、e-learningによる履修を希望する者については、（様式３）

により申請させ、教育委員会においてe-learningによる履修の可否を判断するものとする。 

    なお、１の条件を満たしている場合は、教育委員会報告事項とする。 

 （2）組織経営専攻会計学講座合格者及び在学生について 

    e-learning による履修を希望する者は、１の条件を満たしている場合に限り、メールに以下の事項を記載

し、教務学生担当アドレス宛に送信すること。教務学生担当は、当該授業担当教員にe-learningによる履修

の可否を確認し、許可が下りれば、e-learningによる履修が許可されたものとする。 

   ①学生番号及び氏名  ②自宅及び勤務先住所 

   ③e-learningによる履修を希望する授業科目名及び担当教員氏名 

 

  （3）その他の専攻に所属する合格者及び在学生について 

組織経営専攻で開講されているe-learning講義科目をe-learningにより履修を希望する者がいる場合に

ついては、（様式４）により申請させ、１の条件を満たしている場合に限り、当該科目の e-learning による

履修を認める。 

 ３．e-learning視聴について 

   組織経営専攻所属の学生で、当該e-learning授業を履修登録している者については、予習・復習等のため、

各回の授業前後にe-learningの視聴を認めるものとする。 
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３. 単位の認定 

各授業科目の単位修得における認定は，担当教員が行います。 

 

４. 成績評価等 

(1) 成績評価 

成績評価については，担当教員が，社会文化科学研究科の理念・目標及び専攻の理念・目標に

則って，授業科目の特性に応じた到達目標を設定し，それを基に成績評価基準を決め，その基準

にしたがって成績評価を行います。 

 

(2) 到達目標 

到達目標は，担当教員が授業の特性に応じ重点的に評価する項目を設定するものであり，シラ

バスに明示します。 

 

(3) 成績評価基準 

成績評価基準は，到達目標に対する到達度をはかるものであり，シラバスに明示します。 

成績の評価は，シラバスに明示した成績評価基準にしたがって厳格に行い，90 点以上を A+，

80 点から 89 点までを A，70 点から 79 点までを B，60 点から 69 点までを C 及び 59 点以下を

F とします。 

ただし，必要と認める場合は，A+，A，B，C の評語に代えて，修了又は認定とすることがあ

ります。 

なお，履修登録をしたにもかかわらず，試験を受けていない等で成績評価の必須の資料を欠く

場合についてはＦとします。 

 

５. 入学前の既修得単位の認定 

本研究科に入学する前に，本学又は他大学の大学院（外国の大学院を含む。）等において修得し

た授業科目は，博士前期課程においては 10 単位を，博士後期課程においては 4 単位を限度として

修了の要件となる単位として認定することができます。認定を受けようとするときは，入学した年

度の指定された期日までに，既修得単位認定願（所定様式）により教務担当で申請手続をしてくだ

さい。 

 

６. 他大学の大学院における授業科目の履修 

他大学の大学院（外国の大学院等を含む。）における授業科目の履修を希望するときは，履修許

可願（所定様式）により指導教員の承認を受けて，研究科長に願い出て，許可を得なければなりま

せん。履修した単位は，博士前期課程おいては 10 単位を，博士後期課程においては 4 単位を限度

として，修了の要件となる単位として認定することができます。 

なお，上記を希望する学生は，他大学との協議に時間を要しますので，すみやかに教務担当で手

続を行ってください。 

 

７. 他大学の大学院等における研究指導 

他大学の大学院（外国の大学院等を含む。）又は研究所等において研究指導を受けようとすると

きは，研究指導許可願（所定様式）により指導教員の承認を受けて，研究科長に願い出て，許可を

得なければなりません。受けた研究指導は，修了の要件となる必要な研究指導としてみなされます。

また，許可期間は１年以内です。 

なお，上記を希望する学生は，他大学の大学院等との協議に時間を要しますので，早急に教務担

当で手続を行ってください。 
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８. 科目等履修生 

岡山大学学生が科目等履修生として学部又は大学院の授業科目を履修する場合の取り扱いは

次のとおりです。 

 

岡山大学学生が科目等履修生として学部又は大学院の授業科目を履修する場合の取扱いについて 

 
平成 19 年 2 月 8 日 
学 長 裁 定 

 
第１ この取扱いは，岡山大学（以下「本学」という。）の学部学生及び大学院学生（以下「本学学生」

という。）が，科目等履修生として，本学の学部又は大学院の研究科（以下単に「研究科」という。）
の授業科目（教養教育科目を含む。以下同じ。）を履修する場合の要件及び手続きに関し，各学部及
び研究科の定めるもののほか，必要な事項を定める。 

第２ 対象の授業科目 
履修対象の授業科目は，科目等履修生の受入れ制度を整備している学部及び研究科が開講する授業

科目とする。ただし，各学部及び研究科において，履修科目数及び履修対象科目等を制限している場
合は，各学部及び研究科の定めるところによる。 

第３ 履修要件 
１ 学部学生の場合（次の要件をすべて満たす者） 

(１) 最高年次の者又は所属学部において特に必要と認められた者 
(２) 当該学生の指導教員の承諾を得た者 
(３) 履修を希望する研究科において，出願資格を認められた者 
(４) 履修を希望する研究科の授業科目の担当教員の承諾を得た者 

２ 大学院学生の場合（次の要件をすべて満たす者） 
(１) 当該学生の指導教員の承諾を得た者 
(２) 履修を希望する学部又は法務研究科において，出願資格を認められた者 
(３) 履修を希望する学部又は法務研究科の授業科目の担当教員の承諾を得た者 

ただし，各学部又は法務研究科の事情によっては，授業科目の履修許可方法を別に定めるこ
とができる。 

第４ 履修できる授業科目数・単位数 
１ 学部学生 

所属学部の定めるところによる。 
２ 大学院学生 

所属研究科の定めるところによる。 
第５ 出願及び期間延長手続き 

１ 出願書類 
本学学生が科目等履修生として学部又は研究科の授業科目を履修する場合は，別紙様式１「科目等

履修生（入学）願書（本学学生用）」に，在学証明書（入学予定者にあっては，入学予定の学部又は
研究科が交付する入学予定証明書）を添付し，履修希望の授業科目を開講する学部又は研究科の長に
願い出るものとする。 

ただし，各学部及び研究科の事情によっては，本様式に準じた様式を定めることができる。 
２ 期間延長願書類 

本学学生が科目等履修生としての期間を延長する場合は，別紙様式２「科目等履修生（期間延長）
願書（本学学生用）」により，科目等履修生として在籍している学部又は研究科の長に願い出るもの
とする。 

ただし，各学部及び研究科の事情によっては，本様式に準じた様式を定めることができる。 
３ 出願・期間延長申請期間 

原則として，次に掲げるとおりとし，各学部及び研究科の事情によっては，出願の時期を別に定め
ることができる。 
(１) 前期  

３月２８日～４月１２日 
ただし，受付開始日及び締切日が休業日の場合は，翌業務日とする。 

(２)  後期 
９月２０日～９月２８日 
ただし，受付開始日及び締切日が休業日の場合は，翌業務日とする。 

４ 出願及び期間延長に係る選考結果の通知方法は，各学部又は研究科の定めるところによる。 
第６ 授業料，入学料及び検定料 

授業料，入学料及び検定料は，岡山大学聴講生及び科目等履修生に係る授業料，入学料及び検定料
の取扱いに関する要項（平成１９年２月８日学長裁定）の規定により，不徴収とする。 

第７ その他 

この取扱いは，平成１９年２月８日から施行し，平成１９年度に係る科目等履修生から適用する。
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